
２０２４年  第５７回藤沢市少年サッカーリーグ 
 

１．主    催    藤沢市サッカー協会 

２．主    管    藤沢市サッカー協会  少年委員会 

３．後    援    藤沢市教育委員会 

４．期    日    前期リーグ     ６月、７月、(８月) ※ブロック内で調整可能であれば早めの開始も可 

                    後期リーグ     ９月、１０月、１１月、(１２月)※ブロック内で調整可能であれば早めの開始も可 

 ＊リーグ戦は前・後期通して一つの大会です。 

原則的に選手は、前期に所属したチームで出場をする。 

５．対    象  全学年（８人制） 

６．会場・組合せ・審判        別紙プリント 

         ・４年生以上は、昨年の後期と同様に５、６チーム程度で実施する。 

３年生以下は、前期と後期チーム数を増やして実施する。 

         ・会場は、５月（前期）、９月（後期）の少年委員会で決定する。 

３年生以下は、１ブロックでのメイン２会場で実施する。 

 

７．競技規則等    ・日本サッカー協会２０２３/２４年度版競技規則による。 

         ・日本サッカー協会８人制サッカー競技規則による。 

                   但し、次の項目については、藤沢市少年サッカー用として大会要項に定める。 

         ・競技のフィールド、試合時間は「少年サッカーについての確認事項」(HP参照)による。 

         ・試合球は４号検定球とする。 

         ・メンバー表の提出は、必ず定められた試合開始時刻１５分前までに、本部へ１部、相手

チームへ１部提出する。 

・予定試合開始時刻に遅れた場合、試合開始時に６名に満たない場合及び試合中に６名未

満となった場合は、棄権とみなす。 

・交代要員の数は、定めない。 

         ・交代は、交代要員の中で再交代（交代して退いた競技者の再出場）を適用する。 

・ベンチに入ることができるのは、登録選手と指導者３名までとする。 

         ・ユニフォームは、正・副２着用意する。詳細は「ユニフォーム等について 2020／11／05」

(HP参照)による。 

・取替式スタッド及び金属製ポイントのスパイクは禁止する。 

・審判は、主審と副審２名とする。 

・警告・退場はその試合のみとし、累積はしない。 

 選手が退場を命じられた場合は、その選手のチームは交代要員の中から選手を補充する

ことができ、主審はその間は試合を停止する。 

         ・主審によって退席を命じられた指導者は、次の１試合ベンチ（会場）には入れない。 

・勝点は、勝ったチームに３点、引き分けのチームに１点、負けたチームは０点、 

         ・棄権したチームの対戦結果、勝ち点－１、得点は「０－５」とする。 

          ただし、大会中のインフルエンザ等の感染症への対応は、確認事項の記載の通りとする。  

① 感染症（含むインフルエンザ）の感染者は、療養期間中は大会に参加出来ない。  

② 学級閉鎖（学年閉鎖・学校閉鎖）となった時、そのクラス（学年・学校）の選手は、

閉鎖期間中に行われるリーグ戦（含む、他の市内大会）には出場出来ない。  

③ チーム内に感染等が広まり、試合時に大会成立人数を切ってしまった場合は、チーム

のその試合は「棄権」とし、審判割り当ては履行する。但し、インフルエンザの感染

ないしはその蔓延を防ぐための措置のために選手が 大会に参加出来ないことを考

慮して、得点は「０－５」とするが、勝ち点については「―１」とはしない。 

                  ・順位は、①勝点 ②得失点差 ③ 総得点 ④対戦できめる。 

⑤それでも決まらない場合は、同一順位とする。 

 

８．熱中症対策について 

          ・前期リーグ戦については、日本サッカー協会（HP参照）の「熱中症対策ガイドライン」を準 

用する。 



 

９．審判について 

         ・審判員(資格登録者)は、審判服を着用し､責任を持って遂行する。 

         ・審判員の帯同は審判予定表により調整し履行する。都合が悪いときは、事前に代理を依頼する。 

         ・審判員は、必ず打ち合せをする。 

・「審判確認事項（藤沢市少年 2023/2024 年度）」(HP参照)に基づき審判を行う。 

         ・会場担当は副審のフラッグを用意する。 

 

１０．注意事項    ・各チームは試合開始時刻１０分前に大会本部へ集合する。 

         ・大会運営については、各ブロック責任者を中心に、参加チームが協力してこれにあたる。 

・天候等による大会の開催決定は、各ブロックで決定する。 

各チームはブロック責任者に問い合わせる。（問い合わせは、各チーム１名） 

                  ・日程等の変更は、必ず協会担当者まで連絡をする。 

                  ・会場の使用については、会場担当チームの指示に従うこと。(車の入場時間や台数等)  

         ・小学校会場の場合、会場に入る時刻について特に指示がない場合は 12 時 30 分以降 とする。  

・駐車台数は、各チーム原則 3 台（小学校会場による）とする。各チームは、車外から見える場

所にチーム名（チームで作成）を提示する。 

         ・女坂スポーツ広場、大庭親水公園の会場設営は、第 1 試合目開始時刻の 1 時間前に、 各チ

ームから 1 名以上が参加して会場準備をする。  

・秋葉台球技場の駐車場は、午前 8 時 30 分開門です。開門前の入場待ちはしない。 

・秋葉台球技場は、第 1 試合の 2 チームが会場準備をし、最終試合の 2 チームが後片付けを

する。  

・秋葉台球技場でのウォーミングアップは、A コートと B コートの間でボールを使用して行わ

ない。 

 ・傷害等の防止には万全を期し、安全で楽しい競技ができるように配慮する。 

          怪我・事故等が生じた場合は、所属チームで責任を持ち処置した後、協会担当者まで速やかに 

報告する。 

・ゴミ等が出た場合は、チームで責任を持って持ち帰る。 

・学校敷地内及び周辺は全て禁煙。※各チーム指導者、保護者に周知徹底する。 

・その他については、「少年サッカーについての確認事項」（HP 参照）を確認する。 

 

１１．日程、結果報告 

  ・各ブロック責任者は、日程が決定したら協会指定の書式（Excel 版）で協会リーグ戦担当者の

河原﨑まで連絡をする。 

・各ブロック責任者は、日程が全て終了したら、協会指定の書式（Excel 版）で協会リーグ戦担

当者の河原﨑まで連絡をする。 

 

※協会リーグ戦担当者が全ブロックをまとめて学年別の戦績表を作成するので、必ず協会指定

の書式で報告をしてください。 

           

１２．表  彰    ・参加者全員に参加賞を授与する。 

                  ・表彰は後期リーグ戦終了後の少年委員会の場で行う。 

                     ６～４年生 ⇒ 後期リーグ戦１位パートは上位３チームに楯および賞状を授与する。 

                   ２位以下のパートは、各パート優勝チームに楯および賞状を授与する。 

３～２年生以下⇒ 後期リーグ戦各パート上位３チームに楯および賞状を授与する。   

 

 

１３．協会担当者  藤沢市サッカー協会  河原﨑 

           

 


